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次のとおり、マンション管理適正化・再生推進事業を実施する者の公募について公示し

ます。 

なお、本事業は、令和８年度予算が成立し、予算示達がなされることが前提であり、予

算成立後、速やかに事業を開始できるように予算成立前に募集手続を行うものです。なお、

令和８年度予算の国会における審議状況により、補助金の交付申請の受付及びそれに対す

る交付決定の時期、事業内容等の変更が生じる場合があることを、あらかじめご了承くだ

さい。 

 

１．事業概要 

（１）事業名 

マンション管理適正化・再生推進事業（マンションの管理適正化・再生推進に関す

る制度や取組の普及・周知等） 

 

（２）事業目的 

マンションの適正な管理や再生の円滑化を推進するための各種制度や施策につい

て、マンションの区分所有者をはじめとする国民に向けて周知・普及等を行う事業を

支援すること 

 

（３）事業内容 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律やマンションの建替え等の円滑化

に関する法律等に基づく、マンションの適正な管理や再生の円滑化を推進するための

制度や施策の普及・周知、円滑な実施のための検討等を行う事業 

 

（４）事業期間 

事業期間は、以下のとおり予定している。 

令和８年５月頃※ ～ 令和９年２月 26 日  

※令和８年度予算の国会における審議状況により、補助金の交付申請の受付、それ

に対する交付決定の時期の変更等が生じる可能性がある 

 

２．補助事業対象者の要件 

○形式審査 

（１）補助対象の事業者 

マンションを含む住宅政策に係る効果的な周知活動策の検討・実施等に関するノウ



ハウを擁する等の組織体制を備えている以下の法人又は今まで上記と同様の活動を

行い、今後以下の法人格を取得して活動することを予定している団体 
 

 ・一般社団法人等（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第２条に規定する一

般社団法人又は一般財団法人、あるいは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律第２条の認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人） 
・NPO 法人（特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人） 
・民間事業者（株式会社、有限会社等） 

 

※事業によって得た情報により新たな営利を得る者ではないこと。 

※経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。 

 

（２）補助事業の内容等 

・１．（３）の支援の対象となる事業の要件を満たしていること。 

・知り得た情報の秘密の保持を厳守すること。 

 

３．手続等 

（１）担当部局 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

国土交通省住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当）付 大竹 
電 話 03-5253-8111(内線39914) 

メール ohtake-j26r@mlit.go.jp 

 

（２）募集要領の交付期間、場所及び方法 

①期間 令和８年３月１８日（水）から令和８年４月１７日（金）まで 

②場所 上記担当部局 

③方法 募集要領の交付を希望する場合は、（１）の担当係まで事前に連絡を行い、手

交又は電子メールにより交付します。 

 

（３）応募申請書の提出期限、場所及び方法 

①期限 令和８年４月１７日（金）18時00分まで（必着） 

②場所 上記担当部局 

③方法 上記担当部局へ応募書類１部を持参又は郵送にて提出。ただし、押印を省略し

た場合に限り、電子メールでの提出も可能とします。 

    ※詳細は募集要領を確認してください。 

 

４．補助対象事業者の選定方法 

募集期間内に応募があった事業主体の中から、国土交通省が決定し、応募者に通知し

国土交通省のホームページにて公表します。この際、必要に応じて、ヒアリングを実施す

ることができるものとします。 

 

５．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 



 

（２）関連情報を入手するための照会窓口 ３．（１）に同じ。 

 

（３）応募申請書の作成、提出に係る費用は、提出者側の負担とします。 

 

（４）提出された応募申請書は、当該申請者に無断で二次的な使用は行いません。 

 

（５）応募申請書に虚偽の記載を行った場合は、当該応募申請書を無効にするとともに、

申請者に対して、補助事業者の取消を行う場合があります。 

 

（６）採用された応募申請書は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成

11年法律第42号）において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開

示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないも

のについては、開示対象となる場合があります。 

 

（７）詳細は募集要領によります。 


